
 

（仮称）尼崎市立新図書館及び大井戸公園の管理運営等業務に関する 

指定管理者基本協定書（案） 

 

令和 8年○月○日 

 

（甲） 尼崎市東七松町１丁目 23番１号 

尼崎市 

代表者 尼崎市長 ○ ○  ○ ○ 

 

（乙） ○○○○○○○○丁目○番○号 

○○○○○○○ 

代表者 ○○○ ○ ○ ○ ○ 

 

この仮協定は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 244 条の 2

第 3項の規定により、尼崎市（以下「甲」という。）が○○○○○○○（以下「乙」という。）

に、指定管理者として（仮称）尼崎市立新図書館（その用途に供する建物又はその敷地に付

属する施設、設備等を含む。）及び大井戸公園（以下、（仮称）尼崎市立新図書館及び大井戸

公園を合わせて「本件施設」という。）の管理運営等の業務（以下「管理運営等業務」とい

う。）を行わせるに当たり必要となる事項のうち基本的な事項を定めるものとする。 

なお、本仮協定は、尼崎市議会において乙を本件施設の指定管理者として指定することに

ついての議決があり、かつ、甲が乙を本件施設の指定管理者として指定したときは、何らの

手続を要することなく本協定としての効力を生じるものとする。 

 

第１章 基本事項 

 

（本事業の目的等） 

第１条 本事業は、別紙１（管理運営等業務の目的となる土地の範囲）の図面上で赤線で囲

まれた範囲内に存する、（仮称）尼崎市立新図書館の新築及び大井戸公園とその周辺道路

のリニューアルについて、甲が策定した「新図書館整備等基本計画」におけるまちづくり

のコンセプトや施設コンセプトの実現及びその持続向上を目指し、多様な利用者や使用

方法を意識し、市民意見も適切に取り入れながら、空間と運営双方のあり方を考えた設計

を行い、官民連携手法によってこれらを整備し管理運営等することを目的とする事業で

ある。 

２ 本事業は、本件施設の管理運営等業務、本件施設等の設計業務、及びこれらに付随し関

連する一切の業務により構成されるものとする。 

別冊８ 



３ 本契約における用語の定義は、この協定に定めるほか、新図書館開館準備等業務委託契

約書及び優先交渉権者基本協定書による。 

 

（公共性の趣旨の尊重・パートナーシップ及び信義誠実の原則等） 

第２条 この協定は、管理運営等業務における、甲と乙の役割と基本的合意事項について定

めるとともに、管理運営等業務の実施に際しての条件を定めることを目的とする。 

２ 乙は、本件施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び管理運営等業務の実施に当た

って求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重して管理運営等業務を行う。 

３ 甲は、本事業及び管理運営等業務が民間事業者の創意工夫により、効率的かつ効果的に

実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。 

４ 甲及び乙は、パートナーとして対等な立場で互いに協力することを原則とし、信義に従

って誠実にこの協定を履行しなければならない。 

 

（この協定の有効期間） 

第３条 この協定の有効期間は、この協定に特別な定めがあるものを除き、乙に対する本件

施設に係る指定管理者の指定（以下「指定処分」という。）の期間（法第 244条の 2第 11

項の規定により指定処分が取り消された場合にあっては、当該期間の初日からその取消

しの効力が生じた日）（以下「指定期間」という。）まで（原則として、令和 12年４月１

日から令和 18年３月 31日まで）とする。 

 

（守秘義務） 

第４条 乙、その役員及び管理運営等業務等（管理運営等業務及び自主事業（第 12章に規

定する自主事業等をいい、第 39条（経理の明確化）において同じ。）をいう。以下同じ。）

に従事する者並びにその関係者は、この協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。指定期間が満了した後においても、同様とする。 

２ 乙は、その役員及び従業員、管理運営等業務等の請負業者その他管理運営等業務等に従

事する者に対し、管理運営等業務等の執行に関して知り得た秘密を保持させるための必

要な措置を講じなければならない。 

 

（文書による通知等） 

第５条 この協定（この協定に基づいて締結する特約を含む。）及び年度協定（この協定に

基づいて甲及び乙が指定期間中に毎年度締結する協定をいう。以下同じ。）（以下、これら

を総称して「基本協定等」という。）に基づく甲及び乙間の通知、請求、申請、申出、報

告、確認、承認、合意、変更、取消し、停止及び解除その他の甲及び乙間の行為（以下「通

知等」という。）については、特別に定める場合を除き、書面により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急時等のやむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、



通知等を口頭により行うことができる。この場合において、甲及び乙は、速やかに、口頭

により行った通知等の内容を記録した書面等を作成し、これを相手方に交付するものと

する。 

３ 甲及び乙は、管理運営等業務等に関して協議を行ったときは、原則として、当該協議の

内容を記録した書面等を作成し、それぞれ 1部を保管するものとする。 

 

（文書の保存及び破棄） 

第６条 乙は、管理運営等業務等を行うに当たり作成し、又は取得した文書（以下「施設文

書」という。）については、その目録を作成の上、指定期間中、適正に管理しなければな

らない。ただし、施設文書の取扱いについて甲が別に指示をしたときは、その指示に従う

ものとする。 

２ 乙は、指定期間満了後、施設文書を甲に無償で譲渡するものとし、甲が指定する日まで

に、自己の負担により施設文書を甲又は甲が指定する者に引き渡さなければならない。 

３ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（情報公開条例の遵守） 

第７条 乙は、尼崎市情報公開条例（平成 16 年尼崎市条例第 47 号）第 2 条第 1 号に規定

する実施機関として、同条例を遵守し、その責務を果たさなければならない。 

 

（個人情報の保護等） 

第８条 乙は、管理運営等業務等に関して知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律

（平成 15年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）第 2条第 1項に規定する個

人情報及び死者に関する情報（死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生

年月日その他の記述等により特定の死者が識別することができるもの（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。））をいう。）並びにデータ（尼崎市情報セキュリティ対策基準第１章２⑹に規定

するデータをいう。）を取り扱うときは、別記個人情報・データ取扱特記事項を遵守しな

ければならない。 

２ 乙は、個人情報保護法第 16条第 2項に規定する個人情報取扱事業者として、同法を遵

守し、その責務を果たさなければならない。ただし、管理運営等業務にかかる安全管理措

置については、同法第 66条第 2項に従い、行政機関等が行う個人情報の取り扱いを準用

する。 

３ 乙は、個人情報保護法第 33条第 1項の規定による開示請求を受けた際、開示に係る決

定の期限については、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例に記載の期限とする

よう努めなければならない。また、訂正決定等及び利用停止決定等の期限については、個

人情報保護法第 94条及び第 102条に記載の行政機関等における期限とするよう努めなけ



ればならない。 

４ 乙は、前項の開示請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、尼崎市個人情報の保護

に関する法律施行条例を準用し手数料は徴収しない。また、尼崎市個人情報の保護に関す

る規則を準用し、文書の写し等の作成に要する費用は尼崎市個人情報の保護に関する規

則の別表に定める額を、文書の写し等の送付に要する費用は郵便料金に相当する額を徴

収する。 

５ 開示請求に係る手続きの際は、指定管理者開示請求にかかる様式集（様式１から様式４）

を使用する。 

 

（複数の構成法人等によるグループによる管理） 

第９条 乙が複数の構成法人等によるグループのときは、乙は、この協定締結までに構成法

人等の中から管理運営代表構成員を１者選任しなければならない。 

２ 乙は、この協定締結後直ちに、甲に対し、書面により各構成法人等の担当業務を届け出

るものとし、この届出がされたときは、各構成法人等が甲に対し負うこの協定上の責任

は担当業務の範囲内にとどまるものとする。ただし、届出された担当業務では管理運営

等業務のすべての担当構成法人等が確定しないときは、その確定しない業務の担当構成

法人等は管理運営代表構成員とする。 

３ 管理運営代表構成員は、乙の窓口役となり、甲と乙の意思疎通の円滑な実施を実現する

責務を負うとともに、乙を構成する他の構成法人等が甲に対して負担するこの協定上の

債務を連帯して負担する。 

４ 乙は、やむを得ない理由によりそのグループを構成する構成法人等を変更しようとす

る場合は、あらかじめ、甲に対して構成法人等の変更についての協議を申し入れなければ

ならない。 

５ 甲は、前項の規定による申入れがあった場合は、当該申入れに係る協議を経てその対応

を決定するものとする。 

６ この協定に規定するもののほか、乙が複数の構成法人等によるグループであることに

伴う基本協定等の適用については、甲が別に定める。 

７ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（共同事業体による管理） 

第９条の２ 乙が複数の法人その他の団体により構成される団体（以下「共同事業体」とい

う。）であるとき、甲は、基本協定等に基づく全ての行為を乙の代表団体に対して行うも

のとし、甲が当該代表団体に対して行った基本協定等に基づく全ての行為は、乙の全ての

構成団体に対して行ったものとみなす。 

２ 乙は、甲に対して行う基本協定等に基づく全ての行為について、その代表団体を通じて

行わなければならない。 



３ 乙の各構成団体は、指定管理者としての義務を連帯して負うものとする。 

４ 乙の各構成団体は、乙の他の構成団体において基本協定等に違反があった場合でも、自

己の責めに帰すべき事由がないこと又は自己に過失がないことをもって、指定管理者と

しての義務を免れることはできない。 

５ 乙は、各構成団体間で業務及び責任の分担を明確に定めた協定を締結し、その協定書の

写し１部を甲に提出するものとする。 

６ 乙は、やむを得ない理由によりその構成団体を変更しようとする場合は、あらかじめ、

甲に対して構成団体の変更についての協議を申し入れなければならない。 

７ 甲は、前項の規定による申入れがあった場合は、当該申入れに係る協議を経てその対応

を決定するものとする。 

８ 本協定に規定するもののほか、乙が共同事業体であることに伴う基本協定等の適用に

ついては、甲が別に定める。 

９ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

第２章 業務の範囲 

 

（管理運営等業務の範囲） 

第１０条 甲が乙に行わせる管理運営等業務は、尼崎市立図書館の設置及び管理に関する

条例（平成 22年尼崎市条例第 58号。以下「図書館条例」という。）第 11条及び尼崎市都

市公園条例（昭和 33年尼崎市条例第 17号。以下「公園条例」という。）第 26条に規定す

る業務とし、その細目は年度協定に定めるところによる。 

 

（甲が行う業務の範囲） 

第１１条 次の各号に掲げる業務は管理運営等業務に含まれないものとし、当該業務は、甲

が自らの責任と費用において実施するものとする。 

⑵  本件施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務 

⑵ 法第 238 条の４第７項の規定による行政財産の目的外使用の許可（以下「目的外使

用許可」という。）に関する業務 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、乙の責任と費用において実施することが不適当と認め

られる業務 

 

（管理運営等業務遂行の指針） 

第１２条 乙は、法令及び業務水準に従って管理運営等業務を遂行しなければならない。 

２ 甲と乙は、管理運営等業務につき、この協定と共に、実施方針、実施方針等に関する質

問への回答、募集要項等及び募集要項等に関する質問への回答（その後の変更を含む。）、

提案書類、及び優先交渉権者基本協定書の定めは、すべてこの協定の契約内容を構成す



ることを確認する。 

３ 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、この協定、優先交渉権者基本協定書、

募集要項等に関する質問への回答、募集要項等、実施方針等に関する質問への回答、実

施方針、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類と提案書類に優先する

書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された業務水準が提案書類に優先す

る前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優

先するものとする。 

４ 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、甲の選択に

よるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、甲は、

乙と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。 

５ 乙は、管理運営等業務の遂行にあたっては尼崎市新図書館整備等事業における事業者

を特定するための審査委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り受け入れて尊重する

ものとする。 

 

（業務の範囲又は内容の変更等） 

第１３条 甲及び乙は、必要と認めるときは、相手方に対し、管理運営等業務の範囲若しく

は内容の変更又は管理運営等業務の全部若しくは一部の中断（以下「業務変更等」という。）

について協議を申し入れることができる。 

２ 甲及び乙は、前項の規定による申入れがあったときは、当該申入れに係る協議に応じな

ければならない。 

３ 甲は、緊急その他第 1項の協議を行う時間がないと認められるときは、乙に対し、管理

運営等業務の全部又は一部の中断その他の管理運営等業務に関して必要な措置を講ずべ

きことを指示することができる。この場合において、乙はその指示に応じなければならな

い。 

４ 前項の規定により乙が措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、当該措置が

乙による一般的な管理行為に当たるものとして甲が別に定めるものに属さず、年度協定

で定める指定管理料に含めることが適当ではないと甲が認める部分については、年度協

定で定める指定管理料とは別に甲が負担するものとし、その額及び支払方法については、

甲と乙の協議の上定めるものとする。 

 

（許認可、届出等） 

第１４条 この協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、乙が自己の責任と

費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出及び報告についても、乙が自己

の責任と費用負担において作成し、提出するものとする。 

２ 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。 

３ 甲は、乙からの要請がある場合は、乙によるこの協定上の義務を履行するために必要な



許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。 

４ 乙は、甲からの要請がある場合は、甲が本事業を遂行するために必要な許認可の取得、

届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。 

５ 乙は、許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただ

し、当該遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲は合理的な範囲で乙に生じた

増加費用を負担する。 

 

第３章 業務の履行方法に関する事項 

 

（管理運営等業務の履行） 

第１５条 乙は、図書館条例、公園条例、尼崎市立図書館の設置及び管理に関する条例施

行規則（平成 22年尼崎市規則第 5号。）、尼崎市都市公園条例施行規則（昭和 33年尼崎

市規則第 38号。）その他法令（尼崎市の条例等を含む。以下同じ。）、この協定、年度協

定、その他の管理運営等業務に係る仕様書及び募集要項（以下これらを｢条例等｣とい

う。）、第 40条（基本事業計画書等の作成等）及び第 41条（年度事業計画書等の作成

等）に規定する管理運営等業務に係る事業計画書（以下「事業計画書」という。）等に

定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって、誠実かつ適正に管理運営等業務を

履行しなければならない。 

２ 乙は、条例等に特別の定めがある場合及び甲と乙との協議により定めたものがある場

合を除き、管理運営等業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定め

るものとする。 

 

（従業員の配置） 

第１６条 乙は、管理運営等業務を円滑かつ適正に行うため、事業計画書に基づき、管理運

営等業務を遂行するために必要な資格（図書館司書資格を含むがこれに限らない。以下同

じ。）を有する者、管理運営等業務に類する業務に従事した経験のある者その他の管理運

営等業務の遂行のために必要な人員を、本件施設その他管理運営等業務を遂行するため

に人員を配置すべき場所（以下「本件施設等」という。）に配置しなければならない。 

２ 乙は、管理運営等業務の遂行に当たり条例等に基づく免許を必要とし、又は条例等に

基づく免許、資格等を有する者を管理運営等業務に従事させる必要がある場合は、指定

期間中、当該免許、資格等を有することを証する書面（以下「免許証等」という。）の

写しを本件施設等において保管するとともに、当該免許証等の写しを甲に提出しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、管理運営等業務に従事する者（以下「従業員」という。）に対する研修の実施そ

の他の人材の育成に資する措置を講じ、本件施設の利用者に対するサービスの質の維持

向上に努めなければならない。 



４ 乙は、前項の規定による研修の実施その他の人材の育成に資する措置を講じたときは、

書面によりその内容を甲に報告しなければならない。 

 

（管理運営等統括責任者等） 

第１７条 乙は、管理運営等業務全般を統括する責任者として管理運営等統括責任者、並び

に館長及び館長代理者（館長が不在のときに館長の代理を務める権限を有する者という。

以下同じ。）を定めなければならない。なお、管理運営等統括責任者及び館長は変更する

ことはできないものとする。ただし、病気・事故・死亡・退職等特別な事情により、その

者を配置できない事態となった場合には、乙はその者と同等の能力を有するものを選任

し、甲の承諾を得なければならない。 

２ 管理運営等統括責任者は館長を兼ねることができる。 

３ 管理運営等統括責任及び館長（館長代理者を含む。本項及び次項について同じ。）は、

乙との間にて、雇用関係にある者であって、館長は就任時に図書館司書の資格を有する者

でなければならず、管理運営等統括責任者又は館長である間、受託企業との間にて雇用関

係にある者であって、館長は図書館司書の資格を継続して保有していなければならない。 

４ 乙は、甲に対し、この協定締結後７日以内に、管理運営等統括責任者及び館長につき、

甲が定める資格・経験等を証する書類を添付のうえ、その名称及び連絡先等を届け出なけ

ればならない。管理運営等統括責任者又は館長を変更したときも、同様とする。 

５ 乙は、業務水準に従って、管理運営等業務にかかる各業務実施責任者、主任担当者、及

び防火管理者、個人情報保護管理者その他甲が合理的に指定する管理者の氏名、経歴、連

絡先その他の事項について、第 40条（基本事業計画書等の作成等）に定める基本事業計

画書等に記載したうえで、甲が定める資格・経験等を証する書類とともに甲に届け出なけ

ればならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 

 

（リスク分担） 

第１８条 本件施設の管理に伴うリスク分担については、別表●（リスク分担表）のとおり

とする。ただし、同表に定める事項以外の事項及び疑義が生じた事項については、甲と乙

の協議により決定するものとする。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第１９条 乙は､この協定上の地位及びこの協定に基づいて生じる権利又は義務を第三者

に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承

認を得たときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けて指定管理料に係る債権を譲渡した場合は、その譲渡

により得た資金を管理運営等業務の履行に必要な経費以外に使用してはならず、また、当

該資金の使途を明らかにする書類を甲に提出しなければならない。 



３ 第 1項ただし書の承認があった場合においては、乙は、甲が指定する事項をその第三者

に遵守させるための措置を講じなければならない。 

 

（再委託等の禁止） 

第２０条 乙は、管理運営等業務の全部又は主要な一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合に限り、管

理運営等業務の一部（主要な部分を除く。）を第三者（以下「再委託先」という。）に委託

し、又は請け負わせることができる。この場合において、甲は、再委託先について、尼崎

市公共調達基本条例（平成 28年 10月 21日 尼崎市条例第 54号）に基づき尼崎市内の事

業者の活用に努めるほか、その委託し、又は請け負わせた業務についての履行及び関係法

令の遵守は、乙の責任において確保するものとする。 

３ 前項にかかわらず、甲は、第三者（以下「再委託先」という。）に委託又は請け負わせ

た場合であっても、当該再委託先から別の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、乙が甲に対し、真にやむを得ない理由を書面により説明し、甲が承認した場合は

この限りでない。 

４ 乙は前２項に基づく再委託先の業務の履行について一切の責任を負担するものとし、

再委託先の一切の行為及び当該行為により生じた結果については、乙により生じたもの

とみなす。 

５ 乙は、尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱（平成 25年制定）第３条第１項の規

定による入札参加停止の措置を受けているものを前項の規定による委託又は請負の相手

方としてはならない。 

６ 乙は、第２項の規定による承認を受けて再委託等を行う場合は、尼崎市事務事業からの

暴力団等の排除措置に関する要綱第５条の規定による誓約書を徴収しなければならない。 

 

 

（臨時の開館等） 

第２１条 乙は、本件施設について臨時の開館又は休館を希望する場合は、あらかじめ、甲

と協議を行い、その承認を得なければならない。 

２ 臨時の開館に要した費用については、甲及び乙が協議の上、その負担区分を定めるもの

とする。 

３ 臨時の休館を行う場合において、年度協定に定める指定管理料の積算根拠の一部とな

っている経費で現に支出を要しなかったもの（以下「未使用経費」という。）があるとき

は、年度協定で定める指定管理料から当該未使用経費に相当する額を控除するものとす

る。ただし、甲と乙とが協議して控除の必要がないと認める場合は、この限りでない。 

４ 甲は、第１項の規定による承認を行ったときは、臨時の開館又は休館のために必要な手



続を行うものとする。 

５ 甲は、第１項の規定による承認又は自らの求めによって臨時の開館又は休館を決定し

た場合は、すみやかに乙に伝達するものとする。 

 

（事故等の対応） 

第２２条 乙は、管理運営等業務等の実施に当たって事故が発生した場合は、直ちに、適切

な措置を講ずるとともに、当該事故の内容及びその講じた措置の内容について、速やかに、

甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、本件施設の利用者等から要望又は苦情（以下「要望等」という。）があった場合

には、速やかに、適切な対応を行い、当該要望等に係る事項の円滑かつ円満な解決を図る

よう努めるとともに、要望等に係る対応内容を甲に報告しなければならない。 

 

第４章 災害等の発生時等における施設利用に関する事項 

 

（災害の場合の甲の措置） 

第２３条 甲は、災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に規定す

る災害をいう。以下同じ。）が発生し、又はそのおそれがある場合において、本件施設を

尼崎市地域防災計画に基づく指定避難場所、大火災避難場所、津波等一時避難場所及び福

祉避難所（以下「避難場所」という。）として開設しようとするときは、乙に対し、避難

場所の開設に当たり乙が講ずべき措置等を指示するとともに、避難場所の運営に必要な

情報及び物資の提供等の措置を講ずるものとする。 

２ 甲は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合に迅速かつ適切な対応を行えるよう、

平時において、適宜乙と災害の発生時等における対応に関する協議を行うとともに、必要

に応じ、乙に対し、災害の発生への対応又は災害による被害の拡大の防止に関する助言、

災害に関する情報の提供その他の措置を講じるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、甲は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、本件

施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。 

 

（避難場所の開設等に係る乙の措置） 

第２４条 乙は、甲が本件施設において避難場所を開設しようとするときは、その開設及び

運営に関する事務に協力するものとする。 

２ 乙は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、甲と協議の上、本件施設の本来目

的での供用を一時中止するとともに、帰宅困難者の一時受入場所等の提供、本件施設で実

施予定の事業の中止、本件施設の利用に係る許可の取消し、使用料等の還付その他必要な

措置を講じ、これらの措置内容を本件施設の利用者等に周知するものとする。 

３ 乙は、災害が発生し、又はそのおそれが生じた場合の円滑な連絡体制を確保するため、



あらかじめ、甲に緊急時の連絡先を報告するものとする。 

４ 前各項に定めるもののほか、乙は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、本件

施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。 

 

（避難場所等としての利用に係る協議） 

第２５条 甲及び乙は、平時において、本件施設周辺の住民等の意見を踏まえながら、本件

施設が避難場所その他帰宅困難者の一時受入場所等として使用される場合における被災

者等の滞在場所、帰宅困難者等の受入れ方法等を協議の上、定めるものとする。 

 

（災害発生時の対応） 

第２６条 乙は、災害が発生した場合において、甲からの要請があったときその他災害の状

況に鑑み必要があると認めるときは、速やかに、次の各号に掲げる措置を講じなければな

らない。 

⑴ 災害の発生時に本件施設を利用している者に対する安全な場所への避難誘導、本件

施設の損傷個所の確認その他当該者の安全の確保に必要な措置  

⑵ 本件施設の開錠、被災者に提供するための食糧、生活用品又は資機材等として本件施

設において保存しているもの（以下「備蓄品」という。）の確認、あらかじめ甲と協議

して定めた被災者滞在場所の開設その他本件施設において避難場所を開設するために

必要な準備 

⑶ 本件施設における一時的退避場所（災害発生後から避難場所が開設される前に避難

してきた者のため、乙が本件施設の損傷状況を鑑み、安全上問題ないと判断した場合に

一時的に居室等を開放する場所。以下同じ。）の開設等 

⑷ 本件施設の損壊の状況、被災者の避難状況その他甲が指示した事項の甲への報告 

⑸ 本件施設が一時的退避場所として使用されなくなったときは、甲が指定する他の避

難場所への被災者の誘導、甲との一時的退避場所の運営状況等に関する情報の共有及

び本件施設が一時的退避場所として使用される前の状態への原状回復 

⑹ その他災害が発生した場合に甲が講ずる必要があると認める措置 

 

（避難場所の運用等） 

第２７条 乙は、本件施設において避難場所が開設されたときは、被災者に対し、本件施設

における設備、備品等の利用について便宜を図るものとする。 

２ 甲及び乙は、本件施設における避難場所の開設及び運営を円滑に行うため、当該避難場

所の開設及び運営に必要な情報をあらかじめ相互に共有するものとする。 

３ 乙は、あらかじめ、本件施設において救援物資等（災害の発生後に調達された被災者に

提供する食糧、生活用品及び資機材等をいう。以下同じ。）を保管することができる場所

を確保しておかなければならない。 



４ 前各項に定めるもののほか、乙は、本件施設において避難場所が開設されたときは、被

災者の支援に必要な措置を講じなければならない。 

 

（避難場所の開設等により生じた費用の負担等） 

第２８条 甲は、災害救助法（昭和 22年法律第 118号）その他関係法令の定めるところに

より甲が負担することとされている経費のほか、本件施設において避難場所又は一時的

退避場所（以下「避難場所等」という。）を開設し、及び運営するために要した費用で次

の各号に掲げるものを負担するものとする。 

⑴ 甲が調達する備蓄品及び救援物資等に係る経費 

⑵ 乙が調達する救援物資等で一時的退避場所の開設等に要するものに係る経費のうち、

甲が適当と認めるもの 

⑶ 避難場所等の開設又は運営に係る人件費、光熱水費等であって、甲と乙とが協議の

上、甲の負担とすることが適当と認めるもの 

２ 甲は、災害が発生し、又はそのおそれがあることを理由に、本件施設が休館とされ、又

は管理運営等業務の全部又は一部を実施することができなかった場合（以下「災害休館等

の場合」という。）において、乙に生じた損害があっても、その補償等の責めを負わない。

ただし、本件施設を避難場所等として使用したこと又は乙がこの特約に基づく義務を履

行したことに伴う損害で避難場所等の開設の期間その他の事情に照らして乙の負担とす

ることが合理的でないと認められるものは、甲は、その損害の一部を補填するものとする。 

３ 前項ただし書の規定により甲が補填する額は、甲と乙とが協議により定めるものとす

る。 

４ 災害休館等の場合において、未使用経費があるときは、年度協定で定める指定管理料か

ら当該未使用経費に相当する額を控除するものとする。ただし、甲と乙とが協議して控除

の必要がないと認める場合は、この限りでない。 

 

（感染症のまん延時における措置等） 

第２９条 甲は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合に迅速かつ適切に対

応を行えるよう、平時において、適宜乙と感染症のまん延の発生時等における対応に関す

る協議を行うとともに、必要に応じ、乙に対し、感染症のまん延の発生への対応又は感染

症のまん延の拡大の防止に関する助言、感染症に関する情報の提供その他の措置を講ず

るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、甲は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合

は、本件施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲との協議によ

り定められた措置又は甲の指示に基づく措置を講じなければならない。 

４ 前各項に定めるもののほか、乙は感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがある場合



は、本件施設の特性に応じた適切な措置を講ずるものとする。 

５ 甲は、前２項の規定により乙が講じた措置に要する費用で甲と乙とが協議の上、甲の負

担とすることが適当と認めるものを負担するものとする。 

６ 甲は、感染症のまん延が発生し、又はそのおそれがあることを理由に、本件施設が休館

とされ、又は管理運営等業務の全部又は一部を実施することができなかった場合（以下

「感染症休館等の場合」という。）において、乙に生じた損害があっても、その補償等の

責めを負わない。ただし、乙の負担とすることが合理的でないと認められるものは、甲は、

その損害の一部を補填するものとする。 

７ 前項ただし書の規定により甲が補填する額は、甲と乙とが協議により定めるものとす

る。 

８ 感染症休館等の場合において、未使用経費があるときは、年度協定で定める指定管理料

から当該未使用経費に相当する額を控除するものとする。ただし、甲が控除の必要がない

と認める場合は、この限りでない。 

 

（その他市民の安全を脅かす事由に対する措置等） 

第３０条 甲及び乙は、テロリズムその他の市民の生命、身体等の安全を脅かす事由が発生

し、又はそのおそれがある場合においては、第 23条から第 29条までの規定の例により、

市民の生命、身体等の安全の確保等を図るために必要な措置等を講ずるものとする。 

 

（災害等の発生時の対応に係る備え） 

第３１条 乙は、管理運営等業務等に関して、災害、感染症のまん延その他市民の生命、身

体等の安全を脅かす事由の発生時における対応並びに防犯対策及び防災対策に関するマ

ニュアル等を本件施設等に備え置くとともに、当該対応について、従業員に対して研修及

び訓練を実施しなければならない。この場合において、当該マニュアル等を作成し、及び

改定したときは、その内容を甲に報告するものとする。 

 

第５章 財産の管理 

 

（本件施設の引渡し等） 

第３２条 甲は、指定期間の初日に、乙に対し本件施設を引き渡すものとする。ただし、指

定期間の初日前から引き続いて乙が本件施設の指定管理者として管理運営等業務等を行

うときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、指定期間中の管理運営等業務等に備えるため、指定期

間の初日前においても、甲の承認を得て、本件施設に立ち入り、管理運営等業務等の準備

を行うことができる。 

 



（貸与備品等） 

第３３条 甲は、乙の使用希望の申出に基づき、甲が所有する備品その他物品で別紙●

（貸与備品等リスト）に掲げるもの（以下「貸与備品等」という。）を無償で乙に貸与

し、乙は、これを管理運営等業務の用に供するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により貸与備品等の貸与を受けたときは、指定期間中、善良な管理

者の注意をもって貸与備品等を適切に管理し、当該貸与備品等の名称、数量等を別に定

める（仮称）新図書館備品管理簿（以下「備品管理簿」という。）に記載するものとす

る。 

３ 乙は、第１項の規定により貸与を受けた貸与備品等が経年劣化等により管理運営等業

務の用に供することができなくなった場合は、速やかに、その旨を甲に報告しなければ

ならない。 

４ 乙は、前項の規定により報告した貸与備品等を修繕し、又は廃棄することを希望する

ときは、あらかじめ、甲の承認を得るものとする。この場合において、修繕又は廃棄に

係る費用については、１件につき 30万円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含

む。）未満の場合はこれを乙の負担とし、１件につき 30万円以上の場合は甲と乙の協

議の上その負担区分を定めるものとする。 

５ 前項の規定による承認を得た場合を除き、乙は、その責めに帰すべき事由により第１

項の規定により貸与を受けた貸与備品等を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、そ

の損害を甲に賠償し、又は自己の費用で当該貸与備品等と同等の機能及び価値を有する

物件（以下、この条において「代替品」という。）を調達し、これを甲に寄付しなけれ

ばならない。この場合において、その賠償額及び代替品の選定等については、甲と乙の

協議の上定めるものとする。 

６ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（指定管理料を充てる備品） 

第３４条 乙は、管理運営等業務の用に供するための備品（貸与備品等を除き、取得価格又

は評価額が 20万円以上であるものに限る。以下この条において同じ。）を購入、リース等

の方法により調達した場合において、その調達経費に指定管理料を充てるときは、当該備

品の名称、数量等を備品管理簿に記載するものとする。 

２ 乙は、前項の規定によりその調達経費に指定管理料を充てた備品に係る権利を第三者

に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は当該備品を第三者に貸与してはならない。 

 

（備品の購入又は持込み） 

第３５条 乙は、その所有し、若しくは使用する権利を有する備品を管理運営等業務の用に

供し、又は管理運営等業務の用に供するための備品（貸与備品等及び前条第１項の規定に

よりその調達経費に指定管理料を充てるものを除く。以下、この条において同じ。）を購



入、リース等の方法により自らの負担で調達した場合は、当該備品の名称、数量等を、前

条第１項の備品管理簿とは別に作成した持込備品管理簿に記載し、管理するよう努める

ものとする。 

 

（本件施設の原状変更の禁止） 

第３６条 乙は、管理運営等業務等を行うに当たり、本件施設の改造その他の原状の変更を

してはならない。ただし、あらかじめ甲と協議してその承認を得た場合は、この限りでな

い。 

 

（本件施設の修繕等の負担区分） 

第３７条 本件施設の修繕又は改修（以下「本件施設の修繕等」という。）に要する経費（本

件施設の修繕等が乙の責めに帰すべき事由によるものを含む場合における当該事由によ

り要した本件施設の修繕等の経費を除く。）については、１件につき 100万円（取引に係

る消費税額及び地方消費税額を含む。以下この条において同じ。）未満の場合は乙の負担

とし、１件につき 100万円以上の場合においては、甲と乙の協議の上、その負担区分を定

めるものとする。 

２ 前項の協議により本件施設の修繕等に要する経費の一部を甲が負担することとなった

場合は、甲は、速やかに、その負担すべき経費を乙に支払うものとする。 

３ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

第６章 経費区分 

 

（管理運営等業務に係る経費）※利用料金制以外 

第３８条 乙は、その徴収した本件施設の利用に係る使用料を管理運営等業務に要する経

費に充ててはならない。 

２ 甲は、管理運営等業務に要する経費として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

３ 前項の指定管理料は、管理運営等業務に要する経費以外に充ててはならない。 

４ 第２項の指定管理料の金額及び支払方法等については、甲と乙の協議の上、年度協定に

おいて定めるものとする。 

 

（管理運営等業務に係る経費）※一部利用料金制 

第３８条 甲は、本件施設に係る利用料金（法第 244条の２第８項に規定する利用料金をい

う。以下同じ。）を乙の収入として収受させるものとする。 

２ 乙は、図書館条例第○条第○項及び公園条例第〇条第〇項に規定する金額の範囲内に

おいて利用料金を定めるものとし、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、甲の

承認を得るものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。 



３ 乙は、管理運営等業務に要する経費の一部に利用料金による収入を充てるとともに、甲

は、当該経費の額から当該利用料金による収入を充てる額の見込額を控除した額を、乙に

対して指定管理料として支払うものとする。 

４ 前項の指定管理料は、管理運営等業務に要する経費以外に充ててはならない。 

５ 第３項の指定管理料の金額及び支払い方法等については、甲と乙の協議の上、年度協定

において定めるものとする。 

 

（管理運営等業務に係る経費）※完全利用料金制 

第３８条 甲は、本件施設に係る利用料金（法第 244条の２第８項に規定する利用料金をい

う。以下同じ。）を乙の収入として収受させるものとする。 

２ 乙は、図書館条例第○条第○項及び公園条例第〇条第〇項に規定する金額の範囲内に

おいて利用料金を定めるものとし、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、甲の

承認を得るものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。 

３ 乙は、管理運営等業務に要する経費に利用料金による収入を充て、甲は、管理運営等業

務に要する経費を負担しないものとする。 

 

（経理の明確化） 

第３９条 乙は、管理運営等業務並びに自主事業及びその他の乙の事業を明確に区分した

上で、収支等に係る諸記録を整備し、常にその経理状況を明確にしておくとともに、甲か

ら請求があったときは、速やかに、その経理状況（管理運営等業務又は自主事業に係るも

のに限る。）を甲に報告しなければならない。 

 

第７章 業務実施に係る甲の確認事項 

 

（基本事業計画書等の作成等） 

第４０条 乙は、管理運営等業務を開始するに当たって、この協定締結後 14日以内に、業

務水準に従って次の各号に掲げる事項を記載した基本事業計画書その他甲が必要と認め

る書類（以下「基本事業計画書等」という。）を作成し、甲が指定する日までに甲に提出

し、当該基本事業計画書等の内容について甲の承認を受けなければならない。 

⑴ 本件施設に係る管理運営方針 

⑵ 従業員の配置及びその名簿 

⑶ 従業員の研修計画 

⑷ 管理運営等業務の実施に係る個人情報保護方針と個人情報の適切な管理のために講

ずる措置の内容 

⑸ 管理運営等業務の実施に係る情報公開方針及び広報計画 

⑹ 本件施設に係る利用促進計画とモニタリング計画 



⑺ 本件施設、その付帯設備、管理運営等業務の用に供する備品等の維持管理計画 

⑻ 第三者への管理運営等業務の一部の再委託に関する事項 

⑼ 管理運営等業務の実施に係る苦情要望への対応方針 

⑽ 管理運営等業務の実施に係る収支計画 

⑾ 管理運営等業務の実施に係る目標設定と達成の方針 

⑿ その他甲が必要と認める事項 

２ 乙は、前項の規定により甲に提出した基本事業計画書等の内容を変更しようとすると

きは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。 

３ 乙は、基本事業計画書等に基づき、適正かつ確実に管理運営等業務を実施しなければな

らない。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、第１項の基本事業計画書等を受領した日から７日以

内に、乙に対してその修正を請求することができる。 

５ 甲は、この協定の変更により履行期間又は業務水準が変更された場合において、必要が

あると認めるときは、乙に対して基本事業計画書等の再提出を請求することができる。こ

の場合において、第１項中「この協定締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と

読み替えて前３項の規定を準用する。 

 

（年度事業計画書等の作成等） 

第４１条 乙は、指定期間中、毎年度開始１か月以上前に、業務水準に従って、管理運営等

業務について次の各号に掲げる事項を記載した当該年度に係る年度事業計画書及び収支

計画書その他甲が指定する書類（以下「年度事業計画書等」という。）を作成し、甲が指

定する日までに甲に提出し、当該年度事業計画書等の内容について甲の承認を受けなけ

ればならない。 

⑴ 管理運営等業務に係る実施計画及び内容 

⑵ 本件施設の利用者目標数等 

⑶ 本件施設に係る使用料収入の見込額 

⑷ 管理運営等業務の実施に係る収支計画 

⑸ 基本事業計画書等に記載した事項から変更した事項 

⑹ その他甲が必要と認める事項 

２ 乙は、前項の規定により甲に提出した年度事業計画書等の内容を変更しようとすると

きは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。 

３ 乙は、年度事業計画書等に基づき、適正かつ確実に管理運営等業務を行わなければなら

ない。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、第１項の基本事業計画書等を受領した日から７日以

内に、乙に対してその修正を請求することができる。 

５ 甲は、この協定の変更により履行期間又は業務水準が変更された場合において、必要が



あると認めるときは、乙に対して基本事業計画書等の再提出を請求することができる。こ

の場合において、第１項中「この協定締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と

読み替えて前３項の規定を準用する。 

 

（年度事業報告書の作成等） 

第４２条 乙は、指定期間中、毎年度、管理運営等業務について次の各号に掲げる事項を記

載した年度事業報告書を作成し、当該年度の終了後 30営業日以内（法 244条の２第 11項

の規定により指定処分が取り消された場合にあっては、指定期間の末日から起算して 30

営業日以内）で甲が指定する日までに甲に提出しなければならない。 

⑴ 管理運営等業務に係る実施状況、内容及び実績 

⑵ 本件施設の利用状況 

⑶ 本件施設に係る使用料収入の実績 

⑷ 管理運営等業務の実施に係る収支状況 

⑸ 本件施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況 

⑹ 管理運営等業務に係る１年間の実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策 

⑺ その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により提出された年度事業報告書の内容及びこれに関連する事項に

ついて、乙に対して、書面又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

３ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（月例事業報告書の作成等） 

第４３条 乙は、毎月、次の各号に掲げる事項を記載した月例事業報告書を作成し、当該月

の末日後 10営業日以内で甲が指定する日までに甲に提出しなければならない。 

⑴ 当該月の管理運営等業務に係る実施状況、内容及び実績 

⑵ 当該月の本件施設の利用状況 

⑶ 当該月の本件施設に係る使用料収入の実績 

⑷ 当該月の本件施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況 

⑸ その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により提出された月例事業報告書の内容及びこれに関連する事項に

ついて、乙に対して、書面又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

３ 乙は、毎日、管理運営等業務の業務内容や苦情処理対応・要望処理状況その他の特記事

項を記載した日報を作成し、保管しなければならない。 

４ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（管理運営等業務に関する立会い、報告、調査等） 

第４４条 甲は、必要があると認めるときは、管理運営等業務の実施に立ち会うことができ



る。 

２ 乙は、前２条のほか、管理運営等統括責任者及び館長をして、甲が合理的に指定する期

間に係る管理運営等業務に関する状況を報告させるとともに、次の各号のいずれかに該

当するときは、速やかに、甲にその旨を報告しなければならない。 

⑴ 管理運営等業務の実施に当たり、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。 

⑵ 管理運営等業務の実施に関連した争訟が提起され、又はそのおそれがあるとき。 

⑶ 乙（乙自体の他、乙が、複数の構成法人等によるグループであるときは、その構成法

人等のいずれか、共同事業体であるときは、その構成団体のいずれかの団体を含む。以

下この項において同じ。）が管理運営等業務に関して有する債権に対して差押え又は仮

差押えがなされたとき。 

⑷ 乙について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立てそ

の他これらに類する手続がなされ、又はそのおそれがあるとき。 

⑸ 乙の定款若しくは寄附行為又は商業登記簿の記載事項に変更があったとき。 

⑹ その他乙において管理運営等業務を適正に実施することが困難となり、又は管理運

営等業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態が生じたとき。 

３ 甲は、管理運営等業務の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、乙に対し

て必要な報告書の提出若しくは説明を求め、又は管理運営等業務に係る帳簿、書類等の検

査その他の管理運営等業務に関する実地による調査をすることができる。 

４ 乙は、甲から前項の規定による求めを受けた場合は、正当な理由がある場合を除き、こ

れに応じなければならない。 

５ この協定に基づいて乙が甲に提出し、又は報告する事項について、甲が修補を求めた場

合、乙は、速やかに修補を行ったうえで甲に再度提出し、又は報告しなければならない。 

６ 前３項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（労働環境の確保等） 

第４５条 乙は、労働関係法令（労働基準法（昭和 22年法律第 49号）、最低賃金法（昭和

34 年法律第 137 号）その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。）

を遵守しなければならない。 

２ 乙は、尼崎市公共調達基本条例（平成 28年尼崎市条例第 54号。以下「公共調達条例」

という。）第３条に規定する基本方針に基づく公共調達に関する取組に協力しなければな

らない。 

３ 乙は、公共調達条例第 11条第１項の規定に基づき、指定期間の初日の属する年度に係

る年度協定の締結の日から起算して２か月以内に、別に定める様式による労働関係法令

遵守状況報告書（次項において「報告書」という。）を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、公共調達条例第 11条第２項の規定に基づき、乙から予定価格（単価契約に在っ

ては、その予定価格に予定数量を乗じて得た額）（消費税及び地方消費税に相当する額を



含む。）1,000 万円以上で本件施設に係る清掃業務、人的警備業務、本件施設に常駐して

行う施設保守業務又は窓口業務（以下この条において「報告対象業務」という。）を受託

する事業者（当該事業者その他の事業者が下請等契約（委託契約その他これらに準ずる契

約により、報告対象業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することを内容とする契

約をいう。以下同じ。）を締結した場合のその相手を含む。以下この項において「対象事

業者」という。）に対し、報告書を乙へ提出させ、その報告書を取りまとめて甲に提出し

なければならない。報告書の内容に変更があったときは、甲が別に定めるところにより、

対象事業者に対し、その旨を乙に届け出させ、これを取りまとめて甲に報告しなければな

らない。 

５ 甲は、基本協定等に基づき履行すべき業務（次に掲げる業務を含む。）に従事する労働

者（労働基準法第９条に規定する労働者を言い、同居の親族のみを使用する事業又は事業

所に使用されるもの及び家事使用人を除く。以下「対象労働者」という。）から、公共調

達条例第 19条第１項の規定による通報または同条第２項の規定による相談（以下「特定

通報等」という。）その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談があったときは、乙

又は下請負者等（下請等契約により基本協定等に基づき履行すべき業務を行う者をいう。

以下同じ。）における労働関係法令の遵守状況につき、乙に報告を求めることができる。 

６ 甲は、乙又は下請負者等が労働関係法令を遵守していないと思料する場合において、特

に必要があると認めるときは、その旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報する

ものとする。 

７ 甲は、第５項の規定による要求に対する乙からの報告があった場合において、前項の規

定による通報をするときは、必要に応じ、当該通報に係る都道府県労働局長その他の関係

機関に対し、当該報告により得られた情報を提供することができる。 

８ 乙は、対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をし

たことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはなら

ない。 

９ 乙は、下請等契約を締結するときは、その相手方と次の各号に掲げる事項について合意

しなければならない。 

⑴ 労働関係法令を遵守すること。 

⑵ 労働関係法令の遵守状況に係る報告を求められたときは、速やかにこれに応ずるこ

と。 

⑶ 前号の要求に応じて報告した事項が甲に報告されることを承認すること。 

⑷ 労働関係法令を遵守していないと甲が思料する場合には、甲がその旨を都道府県労

働局長その他の関係機関に通報することを承認すること。 

⑸ 第２号の求めに応じて報告した事項が甲から都道府県労働局長その他の関係機関に

提供されることを承認すること。 

⑹ 対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたこ



とを理由として、当該対象労働者に対し解雇その他の不利益な取扱いをしてはならな

いこと。 

⑺ 当該下請等契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反をしたときは、乙は当該

下請等契約を解除することができること。 

⑻ 当該下請等契約を締結した者（当該者その他の事業者が下請等契約を締結した場合

のその相手を含む。次項において同じ）がさらに下請等契約を締結するときは、その相

手方と前各号に掲げる事項について合意すべきこと。 

１０ 前各項に規定するもののほか、乙は、公共調達条例に定める義務を遵守し、下請等契

約を締結した者に公共調達条例に定める義務を遵守させるための措置を講じ、公共調達

条例に基づく甲の要求に応じ、及び公共調達条例に基づく甲の措置を承認するものとす

る。 

 

（改善指示等） 

第４６条 甲は、乙の管理運営等業務の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必

要な管理運営等業務の改善の指示をすることができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定による業務の改善の指示を受けた場合は、甲が定める期限までに、そ

の指示に係る措置を講じなければならない。 

 

（評価及び対応） 

第４７条 乙は、管理運営等業務等に関する本件施設の利用者の意見及び要望を把握し、管

理運営等業務等に反映させるため、本件施設の利用者を対象としてアンケート等による

意見聴取を行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により実施した意見聴取の結果を集計し、甲にその集計結果を提出す

るものとする。 

３ 甲及び乙は、毎年度、管理運営等業務等の実績の確認及び評価（モニタリング評価）を

行うものとする。 

 

（評価の公表及び対応） 

第４８条 甲は、毎年度終了後、管理運営等業務等の実績の確認及び評価（モニタリング評

価）の結果を公表するものとする。 

２ 甲は、前項の結果に基づき、本件施設の適正かつ効果的な管理のために、乙に対して必

要な指示をすることができるものとする。 

３ 乙は、前項の規定による指示を受けた場合は、速やかに、これに応じなければならない。 

 

第８章 損害賠償 

 



（損害賠償等） 

第４９条 乙は、管理運営等業務等の実施に関し甲に損害を与えた場合は、直ちに、その

損害を賠償しなければならない。ただし、基本協定等及び取引上の社会通念に照らして

乙の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、乙が複数の構成法人等によるグループのときは、甲に損害を与

えた構成法人等と管理運営代表構成員は、乙が共同事業体であるときは、その各構成団

体は、それぞれ同項の規定による損害賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。

乙が既にグループ又は共同事業体を解散しているときは、そのグループ又は構成団体で

あったものについても同様とする。 

３ 乙は、管理運営等業務等の実施に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償

しなければならない。 

４ 乙は、管理運営等業務等の実施に関し第三者に損害を与えたときは、直ちに、書面に

よりその内容を甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、管理運営等業務等の実施に関し第三者との間に紛争を生じさせた場合において

は、直ちに、甲にその旨を通知するとともに、自己の責任と負担で当該紛争を解決する

ものとする。 

６ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（保険） 

第５０条 甲及び乙は、管理運営等業務等の実施その他基本協定等に基づく債務の履行に

当たり必要な損害賠償責任保険その他の保険に加入するものとする。 

２ 乙は、管理運営等業務等の実施に当たりその責めに帰すべき事由により第三者に損害

を与えた場合において、当該損害の賠償について前項の規定により甲が加入する損害賠

償責任保険による填補を受けようとするときは、その賠償に関する手続等について甲の

指示に従うものとする。 

３ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

第９章 指定期間の終了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第５１条 乙は、指定期間が満了したときは、甲の指定する日までに、甲又は甲の指定する

者に文書により管理運営等業務の引継ぎを行わなければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合は、前項の規定による引継ぎ前に、乙に対し、甲又は甲の指定

する者による本件施設の管理の状況等の視察及び当該引継ぎに必要な事前の協議の申出

並びに当該引継ぎに必要な文書等の作成の指示（次項において「申出等」という。）をす

ることができるものとする。 



３ 乙は、甲から前項の規定による申出等を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、

これに応じなければならない。 

４ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（原状回復） 

第５２条 乙は、指定期間が満了したときは、甲の指定する日までに、乙の負担により、本

件施設を原状に回復し、甲にこれらを引き渡さなければならない。ただし、指定期間満了

後引き続き乙が本件施設の指定管理者として管理運営等業務等を行うときは、この限り

でない。 

２ 前項の規定にかかわらず、事前に甲の承認を得た場合は、乙は、同項の規定による原状

回復の全部又は一部を行わずに、甲の指示に従い、本件施設を甲又は甲の指定する者に引

き渡すことができる。 

３ 乙が正当な理由なく甲の指定する日までに第１項の規定による原状回復を行わないと

きは、甲は、乙の負担において自ら本件施設の原状回復を行うことができる。この場合に

おいて、乙は、甲による当該原状回復について異議を申し出ることができない。 

４ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（指定期間満了後の備品等の取扱い） 

第５３条 指定期間が満了した場合の管理運営等業務に係る備品等の取扱いについては、

次のとおりとする。ただし、指定期間満了後引き続き乙が本件施設の指定管理者として管

理運営等業務を行うときは、この限りでない。 

⑴ 乙が借り受けた貸与備品等については、乙は、甲が指定する日までに、自己の負担に

よりこれを原状に回復し、甲又は甲が指定する者に対して引き渡すこと。 

⑵ 乙は、乙が管理運営等業務の用に供するために調達した備品及び消耗品（これらの調

達経費に指定管理料を充てるものに限り、甲が特に認める消耗品を除く。）並びに管理

運営等業務に関して作成したパンフレット等の資料（その電磁的記録及びこれを記録

した記録媒体を含む。）及びホームページ等に係る電磁的記録（これを記録した記録媒

体を含む。）（以下「成果物等」という。）については、甲に無償で所有権その他の使用

権を譲渡するものとし、甲が指定する日までに、自己の負担により、甲又は甲が指定す

る者に引き渡すとともに、その権利の移転に必要な措置を講ずること。 

⑶ 前号の備品、消耗品及び成果物等の所有権その他の使用権は、前号の引渡しの完了を

もって甲に移転するものとする。ただし、成果物等に係る知的財産権については、第 70

条（知的財産権の譲渡等）に定めるところによる。 

⑷ 乙は、乙が管理運営等業務等の用に供するために調達した備品及び消耗品（これらの

調達経費に指定管理料を充てるものを除く。）については、甲が指定する日までに、自

己の責任と負担において撤去するものとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、同項第４号に規定する備品及び消耗品については、乙は、甲

と乙の協議の上、甲又は甲が指定する者に対して引き渡すことができるものとする。 

３ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

第１０章 指定処分の取消し及び管理運営等業務の停止 

 

（指定処分の取消し等） 

第５４条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244条の２第 11項の規定に

基づき、その指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理運営等業務の全部

若しくは一部の停止（以下「指定取消等」という。）を命ずることができるものとする。 

⑴ 乙（乙自体の他、乙が、複数の構成法人等によるグループであるときは、その構成法

人等のうちいずれか、共同事業体であるときは、その構成団体のいずれかの団体を含

む。以下この項において同じ。）が条例等に定められた業務を履行せず、又は条例等に

定められた義務に違反したとき。 

⑵ 乙が、管理運営等業務等の実施に当たり不正又は不当な行為を行ったと甲が認める

とき。 

⑶ 乙が、甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく条例等に基づく報告等を拒んだ

とき。 

⑷ 乙が、正当な理由なく条例等に基づく甲の指示に従わず、又は甲の職務の執行を妨げ

たとき。 

⑸ 乙について破産手続開始の決定その他これに類する処分を受けたとき。 

⑹ 乙について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立てそ

の他これらに類する手続がなされ、乙が管理運営等業務を適正に遂行することができ

ないおそれがあると認められるとき。 

⑺ 乙が法人税、消費税若しくは地方消費税又は事業所の所在する市町村の市町村税（こ

れに相当する都税及び特別区税を含む。）、水道料金若しくは下水道料金を滞納したこ

とに鑑み、乙が管理運営等業務を適正に遂行することができないおそれがあると認め

られるとき。 

⑻ 乙が労働関係法令の重大な違反をしたとき。 

⑼ 乙と基本協定等に基づき履行すべき業務に係る下請等契約を締結した者が労働関係

法令の重大な違反をした場合において、甲が乙に対して、当該下請等契約の解除を求

め、乙がこれに従わなかったとき。 

⑽ 乙が基本協定等の規定に違反したとき。 

⑾ 乙が尼崎市契約事務における公正な職務執行を確保するための手続等に関する要綱

（平成 23年８月１日施行）第４条第１項に規定する不当行為者に認定されたとき。 

⑿ 前各号に定めるもののほか、乙が指定管理者として本件施設の管理を継続すること



が適当でないと甲が認めるとき。 

２ 甲は、乙に対し指定取消等（前項各号のいずれかに該当する場合におけるものに限る。）

を行おうとするときは、あらかじめ、書面により次の各号に掲げる事項を乙に通知するも

のとする。 

⑴ 指定取消等の予定年月日 

⑵ 指定取消等の理由（管理運営等業務の一部の停止にあっては、その停止の範囲及び理

由） 

⑶  前号の理由に関する事項等に改善の余地が認められる場合にあっては、その改善策

の提示の指示及び指定取消等の処分までの猶予期間の設定に関すること。 

⑷ その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、指定取消等を命じられた場合において、乙（乙自体の他、乙が、複数の構成法人

等のグループであるときは、その構成法人等のいずれか、共同事業体であるときは、その

構成団体のいずれかの団体を含む。）に損害が生じても、甲はその賠償等の責めを負わな

い。 

４ 甲は、指定取消等を行った場合は、指定取消等に係る期間に鑑みて相当な額の指定管理

料を減額し、又は乙に対して期限を指定して当該指定管理料を甲に返還させることがで

きる。 

５ 乙は、法第 244条の２第 11項の規定に基づき指定処分が取り消されたとき（第１項各

号のいずれかに該当する場合におけるものに限る。）は、甲に対し違約金を支払わなけれ

ばならない。 

６ 前項の違約金の金額及び支払方法については、年度協定において定めるものとする。 

７ 第 49条第２項（損害賠償等）の規定は、第５項の規定により乙が支払うべき違約金に

ついて準用する。 

８ 第３項から前項までの規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（指定処分の取消しの協議等） 

第５５条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、指定処分の取消し等に

係る協議を求めることができるものとする。 

⑴ 甲が条例等に基づく義務に違反したとき。 

⑵ 管理運営等業務に関して甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被ったとき。 

⑶ 甲の責めに帰すべき事由により乙による管理運営等業務の継続が困難になったとき。 

２ 甲は、前項の規定による求めに基づき行われる乙との協議内容を踏まえ、乙による本件

施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第 244条の２第 11項の規定

に基づき指定処分を取り消すものとする。 

 



第１１章 法令変更及び不可抗力 

 

（法令変更に係る通知の付与及び協議） 

第５６条 乙は、この協定締結後に法令が変更されたことにより、業務水準で提示された条

件に従ってこの協定を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに甲に対して通

知しなければならない。 

２ 甲は、この協定締結後に法令が変更されたことにより、この協定上の義務の履行ができ

なくなった場合、その内容を、直ちに乙に対して通知する。 

３ 前２項の場合において、甲及び乙は、当該通知が発せられた日以降、この協定に基づく

自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおい

て、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、甲及び乙は、法令変更によ

り相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

４ 甲及び乙は、第１項及び第２項の通知を受領した後速やかに、業務日程及び業務水準等

の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30日以内に業

務水準等の変更について合意が成立しない場合は、甲が法令変更に対する対応方法を乙

に対して通知し、乙はこれに従い管理運営等業務を継続する。ただし、当該法令変更によ

り、甲が管理運営等業務の継続が困難と判断した場合又はこの協定の履行のために多大

な費用を要すると判断した場合には、当該協議を経ることなく次条（法令変更による指定

取消し）の定めに従う。 

 

（法令変更による指定取消し） 

第５７条 事業期間内において、前条（法令変更に係る通知の付与及び協議）第４項本文の

協議を経るか否かにかかわらず、この協定の締結後における法令変更により、甲が管理運

営等業務の継続が困難と判断した場合又はこの協定の履行のために多大な費用を要する

と判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、この協定の全部又は一部を解除することができ

る。 

 

（法令変更による追加費用及び損害の扱い） 

第５８条 法令変更により、管理運営等業務につき、構成企業に合理的な追加費用又は損

害が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担は、この協定に別段の規定がある場合を

除き、別紙●（法令変更による追加費用及び損害の負担）に従う。ただし、本条における

損害には、構成企業の逸失利益は含まない。 

 

（不可抗力に係る通知の付与及び協議） 

第５９条 乙は、災害その他乙の責めに帰することができない事由（以下「不可抗力」とい

う。）により、業務水準で提示された条件に従ってこの協定を履行できなくなった場合、



その内容の詳細を直ちに甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、この協定締結後に生じた不可抗力により、この協定上の義務の履行ができなくな

った場合、その内容を、直ちに乙に対して通知する。 

３ 前２項の場合において、甲及び乙は、当該通知が発せられた日以降、当該不可抗力によ

る履行不能の範囲において、この協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただ

し、甲及び乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に

対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなけ

ればならない。 

４ 甲及び乙は、第１項及び第２項の通知を受領した後、業務水準等の変更について協議す

る。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30日以内に業務水準等の変更につい

て合意が成立しない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこ

れに従い管理運営等業務を継続する。ただし、当該不可抗力により、甲が管理運営等業務

の継続が困難と判断した場合又はこの協定の履行のために多大な費用を要すると判断し

た場合には、当該協議を経ることなく次条（不可抗力による指定取消し）の定めに従う。 

 

（不可抗力による指定取消し） 

第６０条 事業期間内において、前条（通知の付与及び協議）第４項本文の協議を経るか否

かにかかわらず、この協定の締結後における不可抗力により、甲が本業務の継続が困難と

判断した場合又はこの協定の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙

と協議のうえ、この協定の全部又は一部を解除することができる。 

 

（不可抗力による追加費用及び損害の扱い） 

第６１条 前条の規定による指定処分の取消しによって発生する損害及び増加費用に係る

リスク分担については、別紙●（不可抗力による追加費用及び損害の負担）に定めるとこ

ろによる。 

 

第１２章 自主事業及び目的外使用許可事業 

 

（自主事業及び目的外使用許可事業） 

第６２条 乙は、自らの費用と責任において、管理運営等業務に支障を及ぼすことのない範

囲で、本件施設の設置目的に合致する事業（以下「自主事業」という。）を実施すること

ができる。 

２ 乙は、管理運営等業務及び自主事業に支障を及ぼすことのない範囲で、本件施設の設置

目的に合致する事業（以下「目的外使用許可事業」といい、自主事業と併せて、本章にお

いて「自主事業等」という。）を実施することができる。 

 



（自主事業等計画書） 

第６３条 乙は、自主事業等を実施しようとするときは、毎年度、あらかじめ、甲の承認を

受けなければならない。 

２ 乙は、前項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した自主事業

計画書及び収支計画書（以下「自主事業等計画書等」という。）を甲に提出しなければな

らない。 

⑴ 自主事業等に従事する職員の配置及びその名簿 

⑵ 自主事業等に従事する職員の研修計画 

⑶ 自主事業等の実施に係る個人情報保護方針と個人情報の適切な管理のために講ずる

措置の内容 

⑷ 自主事業等の実施に係る情報公開方針及び広報計画 

⑸ 自主事業等の実施に係る苦情要望への対応方針 

⑹ 自主事業等の利用者目標数等 

⑺ 自主事業等に係る収入の見込額 

⑻ 自主事業等の実施に係る収支計画 

⑼ 自主事業等の実施に係る目標設定と達成の方針 

⑽ その他甲が必要と認める事項 

３ 前項に規定による自主事業等計画書等の提出があった場合において、甲及び乙は、必要

に応じて協議を行うものとする。 

４ 前各項の規定は、乙が第１項の承認に係る自主事業等の内容を変更しようとする場合

又は当該承認に係る自主事業等以外の自主事業等を新たに実施しようとする場合につい

て準用する。 

 

（自主事業等に係る経費等） 

第６４条 乙は、管理運営等業務並びに自主事業及び目的外使用許可事業を明確に区分し、

自主事業及び目的外使用許可事業の収支を管理運営等業務の収支とは別に管理するもの

とする。 

２ 自主事業等の実施に関して乙に損失が生じた場合は、甲はこれを補填しない。 

３ 自主事業等の実施に関して乙に利益余剰金が生じたときは、当該利益余剰金は乙に帰

属するものとする。 

４ 乙は、自主事業等の実施に当たって本件施設の全部又は一部を使用する場合は、甲から

その使用する部分の目的外使用許可その他の必要な許可等を受け、使用料その他のその

使用の対価等を甲に支払わなければならない。 

 

（自主事業等に関する立会い、報告、調査等） 

第６５条 甲は、必要があると認めるときは、自主事業等の実施に立ち会う事ができる。 



２ 乙は、次の各号にいずれかに該当したときは、速やかに、甲にその報告をしなければな

らない。 

⑴ 自主事業等の実施に当たり事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。 

⑵ 自主事業等の実施に関連する争訟が提起され、又はそのおそれがあるとき。 

⑶ その他自主事業等を適正に実施することが困難となり、又は管理運営等業務の適正

な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態が生じたとき。 

３ 第 44 条（管理運営等業務に関する立会、報告、調査等）第３項及び第４項の規定は、

自主事業等について準用する。その際、「管理運営等業務」とあるものは「自主事業等」

と読み替える。 

 

（自主事業等の改善指示等） 

第６６条 甲は、乙の自主事業等の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な

事業の改善又は是正の指示をすることができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定による事業の改善又は是正の指示を受けた場合は、甲が定める期限ま

でに、その指示に係る措置を講じなければならない。 

 

（自主事業等報告書の作成等） 

第６７条 乙は、指定期間中、毎年度、自主事業等について次の各号に掲げる事項を記載し

た報告書を作成し、当該年度の終了後 30 営業日以内（法第 244 条の２第 11 項の規定に

より指定処分が取り消された場合にあっては、指定期間の末日の翌日から起算して 30営

業日以内）で甲が指定する日までに甲に提出しなければならない。 

⑴ 自主事業等に係る実施状況、内容及び実績 

⑵ 自主事業等の利用状況 

⑶ 自主事業等に係る収入の実績 

⑷ 自主事業等の実施に係る収支状況 

⑸ 自主事業等の利用者から寄せられた意見及びその対応状況 

⑹ 自主事業等に係る１年間の実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策 

⑺ その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により提出された報告書の内容及びこれに関連する事項について、乙

に対して、書面又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

３ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

第１３章 その他 

 

（人権尊重努力義務） 

第６８条 乙は、「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例」に定める事業者や市民等の責



務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための

ガイドライン」（令和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係

府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

 

（特許権等の使用） 

第６９条 乙は、管理運営等業務等の実施に当たり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、

著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）

の対象となっている技術、材料、実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の

責任を負わなければならない。ただし、管理運営等業務について甲がその材料、実施方法

等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙

がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなけ

ればならない。 

 

（知的財産権の譲渡等） 

第７０条 乙は、管理運営等業務に関して成果物等を作成した場合は、当該成果物等に係る

知的財産権（著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 27条及び第 28条に規定する

権利を含む。）、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産に関して法令により

定められた権利、これらの権利を取得し、又は登録等を行う権利その他これらに類する権

利をいう。）で乙に帰属するものについて、甲及び乙が協議して別に定める場合を除き、

当該成果物等の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。 

２ 前項の場合において、乙は、甲及び乙が協議して別に定めるものを除き、成果物等につ

いて、甲及び甲が指定する者に対して、著作者人格権を行使しない。 

３ 乙は、第１項の規定により譲渡された著作権について甲が著作権法第 77条の著作権の

登録を行うときは、これに協力するものとする。 

４ 第１項の場合において、乙は、成果物等に係る第三者の知的財産権を侵害しないことを

保証する。 

５ この条の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（関係機関との連絡調整） 

第７１条 甲及び乙は、管理運営等業務等を円滑に実施するため、必要に応じて情報を交換

し、及び業務の調整を図るための連絡会議等を開催するものとする。 

２ 乙は、管理運営等業務等の実施に当たり、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行う

ものとする。 

 

（監査） 

第７２条 乙は、法第 199 条第７項、第 252 条の 37 第４項又は第 252 条の 42 第１項の規



定に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査が行われる場合又

は法第 98条第２項の規定に基づく監査の求めに係る監査委員による監査が行われる場合

には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の要請に応じなければならない。 

２ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（違約金等への充当） 

第７３条 甲は、基本協定等に基づく違約金、損害賠償金その他乙が甲に支払うべき金銭が

ある場合は、未払いの指定管理料その他甲が乙に支払うべき金銭をもってこれに充当す

ることができる。 

２ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（専属的合意管轄裁判所） 

第７４条 基本協定等に関する一切の紛争（指定取消等の処分の取消しに関するものを除

き、裁判所の調停手続を含む。）については、甲の本庁舎所在地を管轄する地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

２ 前項の規定は、指定期間が満了した後も効力を有するものとする。 

 

（定めのない事項等の処理） 

第７５条 本件施設の管理に関し条例等に定めがない事項及び疑義が生じた事項について

は、法その他関係する法令に定めるところによるほか、甲と乙双方協議のうえ、処理する

ものとする。 

 

 この協定の成立を証明するため、本書２通を作成し、甲と乙双方記名押印の上、各自１通

を所持する。 

以 上   

 



別表● リスク分担表（第１８条関係） 

〇：リスクの負担者又は、主たるリスクの負担者  △：従たるリスクの負担者 

 

※１ 法令等の新設・変更による経費の増加及び利益の減少（最低賃金の変動による経費増加を含む）が生じた場合には、市と事業者との間で協議を行う。詳細は別紙●

を参照すること。 



※2 公の施設の指定管理業務において、事業者が故意または過失により施設利用者又は周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合で、市がその損害を

賠償した場合には、指定管理者に対して市は求償権（損害の補填を求める権利）を行使できるものとする。事業者は施設賠償責任保険への加入を行う等、万一の事故に

備えること。 

※3 不可抗力事由により、本施設等、仮設物又は事業用地に搬入済みの材料若しくは器具、又は第三者に損害が生じた場合は、一定の金額までを事業者の負担、それ

を超えるものについては市の負担とする。詳細は別紙●を参照すること。 

※４ 物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合、一定調整する。詳細は別紙●を参照すること。 

※５ 事業者が本業務のために必要な調査を行った結果、公募書類等との齟齬又は事前に想定できなかった瑕疵が発見された場合、市は、当該齟齬又は瑕疵に起因して

事業者に発生した合理的な追加費用又は損害を負担する。ただし、事業者による事前調査の不備、誤謬があり、かつ、そのために当該瑕疵を発見することができなかった

場合は、市は当該追加費用又は損害を負担しない。 

※６ 市の提示資料等と現場に相違がある場合は、事業者は市に相違内容を通知し、必要な協議を行った上で、原則として現場の状況に応じて計画・設計するものとする。

この場合において、事業者による調査に不備等があり、これにより障害を発見できずに追加費用が生じた場合、及び損害が発生した場合には事業者の責任とし、それ以外

の場合には市が合理的な範囲で追加費用を負担する。 

※７ 規模・金額条件については基本協定等の各条項に定める。 

 

【●の番号を締結までに補充する】 

 

  



別記 個人情報・データ取扱特記事項（第８条関係） 

 

（総則） 

第１条 乙は、個人情報及びデータの保護の重要性を認識し、管理運営等業務等を実施する

に当たっては、個人及び甲の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及びデータを

適切に取り扱わなければならない。 

（定義） 

第２条 この特記事項において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に規定する個人情報及

び死者に関する情報（死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の死者を識別することができるもの（他の情報と容易に照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

をいう。）をいう。 

２ この特記事項において、「情報システム」とは、尼崎市情報セキュリティ対策基準第１

章２（３）に規定する情報システムを、「データ」とは、同章２（６）に規定するデータ

をいう｡ 

（取得の制限） 

第３条 乙は、管理運営等業務等を行うために個人情報を取得するときは、管理運営等業務

等の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

らない。 

（安全管理措置に係る義務） 

第４条 乙は、個人情報保護法第 66 条第２項及び 23 条第１項の規定に鑑み、管理運営等

業務等に関して知り得た個人情報又は当該業務に関するデータ（以下「本件個人情報等」

という。）について、その漏えい、滅失、き損、改ざん及び甲が認める場所外への無断持

出し（以下「情報漏えい等」という。）の防止その他個人情報又はデータの安全管理のた

めに必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない。 

２ 乙は管理運営等業務等を行うに際し、当該管理運営等業務等に従事する従業員及び当

該管理運営等業務等の作業場所を特定しなければならない。 

３ 乙は管理運営等業務等を行うに際し、本件個人情報等を日本国外に持ち出してはなら

ない。 

４ 乙は、管理運営等業務を行うに際し、本件個人情報等について安全管理措置を講じるに

あたっては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」

及び「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」に定

める安全管理措置に関する事項を遵守しなければならない。 

（秘密の保持） 

第５条 乙は、個人情報その他管理運営等業務等の履行に際して知りえた秘密を他に漏ら



してはならない。この協定書第３条（この協定の有効期間）に定める有効期間満了後及び

第 52条（指定処分の取り消しなど）に定める取消し後においても、同様とする。 

（利用又は提供の禁止） 

第６条 乙は、甲の許可がある場合を除き、本件個人情報等を、当該管理運営等業務等の履

行目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７条 乙は、甲の許可がある場合を除き、本件個人情報等を複写し、又は複製してはなら

ない。 

（事故等発生時における報告義務等） 

第８条 乙は、管理運営等業務等に関する第４条第１項の規定に基づく安全管理措置を講

じていないこと、本件個人情報等に係る情報漏えい等の事故が発生したこと又は当該事

故が発生するおそれがあること「以下、事故等という。」を知ったときは、速やかに、甲

にその旨を通知し、甲の指示を受けるとともに、遅延なく、事故等の状況を書面により甲

に報告しなければならない。 

２ 甲は、事故等があった場合において必要があると認めるときは、乙の名称、事故等の内

容その他必要と認める事項について公表することができる。 

（従事者への指導等） 

第９条 乙は、管理運営等業務等に従事している者及び従事していた者（派遣労働者、契約

社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下同じ。）に対し、本件個人情報等の内容を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用させないために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 乙は、管理運営等業務等に従事している者に対して、本件個人情報等の保護に関し必要

な事項を周知し、又は教育をしなければならない。 

３ 乙は、甲から前項の規定による周知又は教育の実施状況の報告を求められた場合には、

当該実施状況等を書面により甲に報告しなければならない。 

４ 乙は、甲が必要と認めるときは、管理運営等業務等に従事している者を個人情報又はデ

ータの取扱いに関する研修（甲が実施するものその他の甲が指定するものに限る。）に参

加させなければならない。 

５ 乙は、甲に対して、管理運営等業務に従事している者及び従事していた者の全ての行為

及びその結果について、責任を負うものとする。 

（個人情報等の受領） 

第１０条 乙は、管理運営等業務等の履行上、甲から本件個人情報等の提供がある場合は、

様式第１号「個人情報及びデータ等受領証兼複製申請書」を甲に提出しなければならない。 

（データ等の持出し） 

第１１条 乙は、管理運営等業務等の履行上、やむを得ず当該管理運営等業務等に関するデ

ータを甲の管理する情報システムの外部に持ち出す場合は、様式第２号「データ等借用申



請書」を提出し、甲の許可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する場合は、そのデータを持ち出す際に、暗号化等の措置を行うとともに、

様式第３号「情報持出管理簿」に記録し、当該管理運営等業務等の終了の際及び甲の求め

に応じて、これを甲に提出しなければならない。 

（データ等の持込み） 

第１２条 乙は、管理運営等業務等の履行上、外部から甲の管理する情報システムにデータ

等を持ち込み、作業を行う場合は、様式第４号「データ等持込申請書」を提出し、甲の許

可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する場合には、最新のパターンファイルが適用されたウイルス対策ソフト

等によりデータ等にコンピュータウイルス等の不正プログラムが書き込まれていないこ

とを確認したうえで、様式第５号「ウイルス検査済証明書」を提出しなければならない。

また、成果物としてデータを甲に引き渡す場合その他管理運営等業務等に関して乙がデ

ータを甲に引き渡す場合も、同様とする。 

（個人情報等の返還等） 

第１３条 乙は、管理運営等業務等に関して甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しく

は作成した本件個人情報等は、この協定書第３条（この協定の有効期間）に定める有効期

間満了後、直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示し

たときは、この限りでない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により甲にデータを返還し、又は引き渡す場合につい

て、準用する。 

（廃棄等） 

第１４条 乙は、甲の許可がある場合を除き、管理運営等業務等に関するデータを保有する

必要がなくなったときは、これを確実かつ速やかに消去しなければならない。この場合に

おいて、乙は、管理運営等業務に係るデータを消去した日から 14日以内に、様式第６号

「データ消去証明書」を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、管理運営等業務の履行上、甲から記録媒体等の廃棄指示があった場合は、これを

確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去した後に廃棄し、その

破壊し、又は廃棄した日から 14日以内に、様式第７号「廃棄証明書」を甲に提出しなけ

ればならない。 

（第三者に再委託する場合の措置） 

第１５条 乙は、この協定書第 20条第２項の規定により甲の承認を得て管理運営等業務の

一部を第三者に再委託を行おうとする場合において、その再委託を行う業務内容に本件

個人情報等の取扱いが含まれるときは、当該第三者においてその再委託に係る業務に関

する本件個人情報等の取扱いに係る安全管理措置が講じられることを、その再委託契約

の締結前に確認し、書面によりその内容を甲に報告しなければならない。 

第１６条 再委託が行われる場合は、乙は、再委託を行う者に対し、この特記事項と同等以



上の再委託先遵守義務を定める規定をその再委託契約に規定させなければならない。 

２ 乙は、再委託先に対し、この特記事項に定める乙の義務（その性質上乙のみが負うべき

ものを除く。）を遵守させなければならない。 

３ 乙は、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとす

る。 

（書類の提出） 

第１７条 乙は、この協定書の締結時に、甲が管理運営等業務に関して定める事項を記載し

た様式第８号「誓約書」を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、管理運営等業務に従事する者に対し、管理運営等業務に従事させる前に、氏名、

従事を開始する日、従事を終了する日その他甲が管理運営等業務に関して定める事項を

記載した様式第９号「確認書」を提出させ、その確認書の写しを甲に提出しなければなら

ない。 

（調査等） 

第１８条 甲は、必要があると認めるときは、本件個人情報等の取扱いについて、調査を行

い、又は乙に報告を求めることができる。 

２ 乙は、前項の調査に協力し、及び同項の報告の求めに応じなければならない。 

（監査等） 

第１９条 甲は、必要があると認めるときは、管理運営等業務に関して必要なセキュリティ

対策が確保されていることその他本件個人情報等の適正な取扱いについて、監査し、又は

乙に改善を求めることができる。 

２ 乙は、前項の監査に協力し、及び前項の改善の求めがあった場合は適切な措置を講じな

ければならない。 

（定期報告） 

第２０条 乙は、本件個人情報等の取扱いの状況（再委託先における状況を含む。）につい

て、原則として、年１回以上、定期的に報告しなければならない。 

（法令等の遵守等） 

第２１条 乙は、この特記事項に定める義務を履行するに当たり、仕様書等においてその履

行の方法等について甲の指示があるときは、これに従わなければならない。ただし、甲が

別に承認したときは、この限りでない。 

２ 前各条及び前項に定めるもののほか、乙は、個人情報保護法、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）、尼崎市情報

セキュリティ対策基準その他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関する関係法令

（尼崎市の条例等を含む。）及び仕様書等の定めを遵守しなければならない。 

（損害賠償） 

第２２条 事故等が個人情報保護法第 68条第１項に規定する場合に該当するときは、同条

第２項の規定による本人への通知に要する費用その他事故等により甲に必要となった事



務に要した費用（第三者への損害賠償を含む。）については、書第 47 条（損害賠償等）

の規定により、甲に対して賠償しなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、乙は、この特記事項に違反したことにより甲に損害を与え

た場合は、この協定第 48条第１項（損害賠償等）の規定により、甲に対してその損害を

賠償しなければならない。 

３ 事故等の発生により第三者に損害を与えた場合は、乙は、この協定 48条第３項（損害

賠償等）の規定により、当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。 

  



別紙１ 指定管理業務の目的となる土地の範囲 

【管理運営法人等にて、地積測量図等基点表示のある図面を使用して、指定管理業務の対

象となる土地の範囲を赤線で囲み作成すること。作成後、市の了承の上確定させるこ

と。】  



別紙● 貸与備品等リスト 

【貸与備品等リストを作成する場合に規定する。貸与備品等がない場合等、当該リストを

作成しないことに、甲・乙双方合意した場合は削除する。】 

【●の番号を指定管理基本協定書の締結までに補充する】 

 

  



別紙● 法令変更による追加費用及び損害の負担 

【●の番号を指定管理基本協定書の締結までに補充する】 

 

法令の変更により乙に生じた合理的な追加費用又は損害は以下の１及び２のいずれかに

該当する場合には甲が負担し、それ以外の法令変更については乙が負担する。 

 

１ 本業務に直接影響を及ぼす法令の変更 

２ 消費税及び地方消費税の変更に関するもの（税率の変更を含む。） 

 

ただし、甲が負担すべき追加費用又は損害があるときは、乙は、当該追加費用及び損害の

内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて甲に請求する。 

 

  



別紙● 不可抗力による追加費用及び損害の負担 

【●の番号を指定管理基本協定書の締結までに補充する】 

 

 

１ 追加費用及び損害が乙に生じた場合 

 

指定期間中に不可抗力事由が生じた場合、本業務につき、当該不可抗力に起因して乙に

生じた合理的な追加費用額及び損害額の合計額が累計で、指定期間中の指定管理料の総額

（消費税等相当額を含む。以下、本別紙において同じ。）の 100分の１に至るまでは乙が負

担し、これを超える額については甲が負担する。ただし、乙が不可抗力事由の発生により保

険金を受領した場合、乙に生じた合理的な追加費用額及び損害額の合計額から当該保険金

額を控除し、控除後の金額について、契約金額の 100分の１に至るまでは乙が負担し、これ

を超える額については甲が負担する。 

 

 

 

２ 損害が第三者に生じた場合 

 

指定期間中に不可抗力事由が生じ、本業務につき、当該不可抗力に起因して第三者に損

害が発生した場合、累計で、指定期間中の指定管理料の総額の 100分の１に至るまでは乙が

負担し、これを超える額については甲が負担する。ただし、乙が不可抗力事由の発生により

保険金を受領した場合、当該損害の合理的な損害額から当該保険金額を控除し、控除後の金

額について、契約金額の 100分の１に至るまでは乙が負担し、これを超える額については甲

が負担する。 

 

 

  



別紙● 物価変動によるコスト変動の負担条件 

【●の番号を指定管理基本協定書の締結までに補充する】 

 

物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合の調整方法については、以下の通りと

する。 

 

１．物価変動によるコスト変動の負担条件 

【※指定管理基本協定書の締結までに甲が決定する。】 

 

 

２．その他 

・物価変動によるコスト変動の負担条件について、上記１により難い事態が発生した場合

には、甲及び乙は各々相手方に対して協議を申し入れることが出来る。 

・甲及び乙協議の上、上記１以外での物価変動によるコスト変動の負担条件については、

甲が決定する。 
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